
令和7年度施政方針
村議会6月定例会にて太田吉浩村長が施政方針を述べられましたので、その一部を掲載します。

初めに取り組むのは、財政健全化を目的とした行
財政改革の推進です。住民サービスの維持・向上を
図り、持続可能な行財政運営を目指すためには、行
財政改革を確実に進める必要があり、そのためには
現状分析に基づいた改革計画の立案と、計画を確実
に実施する体制の構築が必要です。
また、村が持続可能な発展を遂げるためには、歳

出の見直しと同時に、新たな財源を確保することが
求められます。特に自主財源として、ふるさと納税
の獲得に全力で取り組み「稼げる村」を目指します。
委託業者の見直しや連携強化も含めて大胆に改善を
試み、2年で10億円、4年で20億円の収入を目指し、
得られた財源を子育て支援、福祉や各種補助金の充
実、その他村づくり政策に活用していきます。
次に、子育てしやすい村づくりに力を入れます。
私の考える村づくりは、何よりも「人づくり」が基
本です。未来を担う子どもたちが伸び伸びと学び、
安心して遊べる環境を整えることは重要であり、そ
の中で公園は、地域の子育て世代のニーズに応える
ための重要な拠点となるものです。そのために、遊
具付きの児童公園を整備し、子どもたちが自由に遊
び、友達と交流できる場所の提供を目指します。
そのほか、子育て世帯への経済的支援も重要です。

ふるさと納税などにより財源をしっかりと確保し、
村独自の子育て支援金や手当を設け、子どもを持つ
家庭の負担軽減に努めます。併せて、教育環境の上
質化にも取り組みます。

次に、観光振興です。
観光資源として、これまで南阿蘇村が保有してい

た温泉施設は、維持管理に関する財政的課題および

民間の力を活かすとして「四季の森温泉」「木の香温
泉」「瑠璃温泉」「ウィナス」が売却されました。温泉
施設は地域の観光資源としてだけでなく、住民の健
康や福祉にも寄与する重要な施設です。
私は「稼げる村」づくりに全力で取り組み、その
還元として身近で気軽に利用できる温泉環境を復活
させたいと考えています。熊本地震の影響で閉鎖さ
れた温泉の再開検討を始めます。さらに民間の温泉
施設が多数存在する本村では、村民の皆さまが気軽
に利用できるようにするため、住民向けの温泉利用
券の発行についても実施に向けた検討を進めます。
今後も地域と連携しながら、道の駅、温泉施設の
みならず水源、自然、文化、歴史など地域の観光資
源をブラッシュアップし、魅力的な観光プランを提
供します。また、村の豊かな景観と気候風土を活か
したイベントを開催するなど、多くの方々の満足度、
幸福度を満たす南阿蘇村の新たな観光振興、地域振
興に努めてまいります。

次に、農業振興と販路拡大です。農業振興は、地
域経済の活性化や食料安全保障の観点から非常に重
要なテーマです。
特に「稼げる農業」を実現するためには、農作物
の販路拡大や国・県の予算確保が不可欠ですが、近
年の市場競争の激化や消費者ニーズの多様化により、
販路の確保がますます重要な課題となっています。
そこでまず、販路拡大に向けた取り組みとして、
南阿蘇ブランドの確立や地域特有の農産物のPRが
必要です。私は「トップセールス」により村内の農

産物を積極的にPRすることで、販路の拡大を目指
します。
また、現在の物価高騰や資材高騰の影響も無視で

きません。このような状況下では、国や地方自治体
による支援策が重要です。私は国会議員の秘書経験
や政治的人脈を活用して国・県に対して予算の要望
を行います。そして「稼げる村」づくりの還元として、
村独自の補助制度も拡充し、安心営農の村づくりを
推進します。

次に鳥獣被害対策です。本村において、鳥獣被害
と遊休農地の解消は、農業の持続可能性や地域の活
性化において非常に重要な課題です。鳥獣被害は
年々深刻な問題となっており、野生動物による被害
が農地のみならず住宅地への被害も拡大し、生活環
境に多大な影響を及ぼしています。
現在行っている緩衝帯の整備や防護柵の設置、狩

猟免許取得や宅地を防護するための政策を検討して、
農作物の被害の軽減や地域住民の生活環境を守るた
めの支援を行います。
また解体処理施設の整備も目指しており、捕獲さ

れた鳥獣を適切に処理するための施設があることで、
資源として有効活用できます。ジビエ料理やペット
フードへの加工に対しても支援を行っていきたいと
考えています。
次に企業誘致やスポーツ大会などの誘致です。企

業誘致は、地域経済の活性化や新たな雇用の創出に
おいて非常に重要な施策であり、地元住民の雇用機
会が増加することが期待されます。
企業が進出したくなるようなブランド戦略を展開

することが必要です。そのために、私自らが企業訪
問を行い地域の魅力やビジネス環境を直接伝える
「トップセールス」を実施するとともに、相談企業
にも自らが交渉窓口となります。これにより、企業
との信頼関係を築き、スピード感のある誘致活動へ

とつなげていきます。
また村のにぎわいを創出するために、スポーツ大

会や民間イベントの誘致にも力を入れます。
スポーツ大会やイベントの誘致は、宿泊施設や飲

食店などの利用、地域の特産品や文化を広めること
ができるため、地域の活性化や経済的な効果が期待
できます。
スポーツ大会の誘致にあたっては、地域の特性や

資源を最大限に活用するものなど積極的に誘致した
いと考えています。また、本年は、合併20周年の
節目の年であり、記念イベントとして、10周年に
実施し盛況であった大相撲巡業を再び誘致を目指し
ます。
民間イベントの誘致についても、地域の文化や特

性に合ったイベントを企画し、民間イベント誘致を
図り、多様なイベントを通じて地域の魅力を発信し、
新たな訪問者を呼び込み、賑わいの創出と地域の活
性化を図っていきます。
最後に買い物弱者対策です。「買い物弱者ゼロ」を
目指す取り組みは、本村において非常に重要な課題
であり、このような状況を改善するためには、地域
のスーパーマーケットの誘致や閉店した店舗の再開
支援が不可欠です。
また運転免許を返納しても困らない「買い物弱者

ゼロの村」の実現には、「移動販売業者の協力」を得
ることも重要です。
今後、「買い物弱者ゼロの村」の実現に向けた取り

組みを強化し、地域住民が安心して生活できる環境
づくりを進めてまいります。
以上が私の重要施策と7つの公約であり、持続可

能な地域づくりを目指し、南阿蘇村が持つ魅力を最
大限に引き出し、住みやすく活気ある地域社会の実
現に向けて邁進してまいります。
また、この公約を実現するためには、村民との対

話を重視し、議会との連携を深めることが不可欠で
す。議会は、二元代表制の機関として、施策を支え
る重要なパートナーです。議会との対話を重視し、
情報共有を行い、議員の皆様からのフィードバック
を受けることで、より良い政策形成を目指してまい
ります。

南阿蘇村長　太田 吉浩
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